
改革その④　経営所得安定対策の見直し改革その④　経営所得安定対策の見直し

改革その③　農地中間管理機構の設立改革その③　農地中間管理機構の設立

改革その②　日本型直接支払制度の創設改革その②　日本型直接支払制度の創設

機構への農地の出し手に対する支援（機構集積協力金）【２５３億円】≪全額国庫補助≫  
１．地域に対する支援 （地域集積協力金） 【140億円】
　①　交付対象者 ： 市町村内の「地域」 （集落など）
   ②　交付要件 ： 「地域」内の農地の一定割合以上が機構に貸し付けられていること
　③　交付単価
　　　地域内の全農地面積のうち機構への貸付割合に応じた単価
                               

２．個々の出し手に対する支援
（１）経営転換・リタイアする場合の支援 （経営転換協力金）　  【65億円】
　①　交付対象者 ： 機構に貸し付けることにより、「経営転換する農業者」「リタイアす
る農業者」「農地の相続人」

　②　交付要件 ： 全農地を10年以上機構に貸し付け、かつ、当該農地が機構から受け
手に貸し付けられること（集落営農組織と特定農作業委託契約を原則10年以上締
結した場合も対象）

　③　交付単価

（２）農地の集積・集約化に協力する場合の支援 （耕作者集積協力金）  【45億円】
　①　交付対象者 ： 機構の借受農地等に隣接する農地（交付対象農地）について、「自
ら耕作する農地を機構に貸し付けた所有者」「所有者が農地を機構に貸し付けた場
合の当該農地の耕作者」

　②　交付要件 ： 交付対象農地を10年以上機構に貸し付け、かつ、当該農地が機構
から受け手に貸し付けられること

　③　交付単価    2万円/10a 

①　地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約
化する必要がある場合や、耕作放棄地等について、農地中間管
理機構が借り受け 

②　農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整
備を行い、担い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）
がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸付け
③　農地中間管理機構は、当該農地について農地としての管理
④　農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、
農地中間管理機構を中心とする関係者の総力で農地集積・耕作
放棄地解消を推進 

（２） 耕作放棄地対策の強化 
　○ 既に耕作放棄地予備軍となっている農地のほか、耕作していた所有者の死亡等により
耕作放棄地となるおそれのある農地（耕作放棄地予備軍）も対策の対象とする。

　○ 農業委員会は、所有者に対し、農地中間管理機構に貸す意思があるかどうかを確認す
ることから始めることとする等、手続きの大幅な改善・簡素化により、耕作放棄地状態の
発生防止と速やかな解消を図る。

　○ 農地の相続人の所在がわからないこと等により所有者不明となっている耕作放棄地に
ついては、公告を行い、都道府県知事の裁定により農地中間管理機構に利用権を設定。 

　諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物（麦、大豆等）について、引き続
き生産コストと販売額の差に相当する額を直接交付します。

　26年産は、予算措置により引き続き全ての販売農家、集落営農を対象に実施します。
　※ 27年産からは、法整備を経て、認定農業者、集落営農、認定就農者を対象に実施する
予定です（いずれも規模要件は課しません）。

　支払いについては、数量払を基本とし、面積払（営農継続支払）をその内金として支払い
ます。

　創意工夫に富んだ農業経営者が存分にチャレンジできる環境を整備するとともに、地域一体とな
って農業 ・農村の多面的機能を維持・発揮し、食料自給率の向上と食料安全保障を確立して「強い農
林水産業」を創り上げるため、平成26年度より、新しい農業政策がスタートします。ここではその概
要について紹介します。

特集　平成26年度の新農業政策について特集　平成26年度の新農業政策について

改革その①　水田フル活用と米対策の見直し改革その①　水田フル活用と米対策の見直し

１ 農地中間管理機構の仕組み

（１）農地中間管理機構の整備・活用
　　（法整備・予算措置・現場の話合いをセットで推進） 

農地中間管理機構（都道府県に１つ） （農地集積バンク）
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２　関連予算

（１）交付対象者

（２）支払方法

（３）数量払

1畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

① 交付対象数量

麦、大豆、てん菜、でん
粉原料用ばれいしょ、
そば、なたねの当年産
の出荷・販売数量

② 交付単価（全国一律）

全算入生産費をベースに算定した「標準的な生産費」と「標準
的な販売価格」との差額分を単位数量当たりの単価で直接交
付します。また、品質に応じて単価を設定します。
※営農継続支払を受けた方には、その交付額を控除して支払
います。

（４）営農継続支払

　麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの生産面積
 26年産は、従前どおり前年産の生産面積（前年産の生産数量を都道府県別の前年産の
実単収で割り戻した面積）に基づき支払います。
 27年産からは、当年産の作付面積に基づき支払う予定です。

（１）交付対象者

２ 米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

① 交付対象面積

② 交付単価

２．０万円 ／ １０a
 （そばについては1.3万円/10a）

１ 戦略作物助成

　水田活用の直接支払交付金の充実等を進める中で定着状況をみながら、５年後を目途に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国
が策定する需給見通し等を踏まえ、行政・生産者団体・現場が一体となって、需要に応じた生産状況を作ることを目的とした政策の見直しです。

　平成24年度から開始した、各市町村における『人・農地プラン』の作成過程において、「高齢農家が農業経営からリタイアした場合は？」「農
地を貸し付けたいが、受け手がいない。」等の意見が多く、信頼できる農地の中間的受け皿をつくり、『人・農地』問題の解決を円滑に進めるの
を目的に、農地中間管理機構を設立しました。

0.5ha以下　　　　：30万円/戸
0.5ha超２ha以下：50万円/戸
２ha超　　　　　：70万円/戸（ ）

左の単価に機構への貸付面積を乗じた
金額を交付（使い方は地域の判断） 

２割超５割以下：2.0万円/10a
５割超８割以下：2.8万円/10a
　　　　８割超 ：3.6万円/10a（ ）

　諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物（麦、大豆等）について、引き続き生産コストと販売額の差に相当する額を直接交
付します。

 26年産において規模要件が残る収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）に加入できない方
が、27年産からのナラシへの移行を円滑に進めるため、26年産に限り、予算措置で農業者
の拠出を求めずに対策を実施します。

（２）交付対象品目

　26年産の米の直接支払交付金の交付対象者のうち、
ナラシ対策に加入していない者 米

（３）補てん額

　26年産のナラシ対策で米の補てんが行われる場合は、ナラシ対策の国費分相当の５割
を交付します。農業者の拠出は求めません。

（１）交付対象者

３ 米の直接支払交付金（定額部分）（7,500円/10ａ）

　米については、諸外国との生産条件格差から生じる不利はなく、構造改革にそぐわない面
があることから、26年産米から単価を7,500円/10ａに削減した上で、平成29年産までの
時限措置として実施します（平成30年産から廃止）。

（２）交付対象面積

米の生産数量目標（面積換算値）に従って、販
売目的で生産（耕作）する販売農家・集落営農

主食用米の作付面積から、自家消費米相
当分として一律10ａ控除して算定

４ 米価変動補填交付金（変動部分）（26年産から廃止）

［都道府県単位で算定］

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 ３５,０００円/10ａ

Ｗ Ｃ Ｓ 用 稲 ８０,０００円/10ａ

加 工 用 米 ２０,０００円/10ａ

飼料用米、米粉用米 収量に応じ、
５５,０００円～１０５,０００円/10ａ

２ 二毛作助成

作付パターン（例） 交付金額（10a当たり）

主食用米　＋　　　麦 (米の直接支払)　＋　1,5万円

　水田における主食用米と戦略作物助成の対象
作物、または戦略作物助成の対象作物同士の組み
合わせによる二毛作を支援します。

飼料用米　＋　　　麦 5,5～10,5万円　＋　1,5万円
米粉用米　＋　飼料用米 5,5～10,5万円　＋　1,5万円

　　麦　　　＋　大　　豆 　　　　3,5万円　＋　1,5万円

耕畜連携の取り組み（飼料用米のわら利用、水田
放牧、資源循環）を支援します。

３ 耕畜連携助成

１５,０００円／10ａ

１3,０００円／10ａ

４ 産地交付金
・地域で作成する「水田フル活用ビジョン」に基づく、①水田における麦、大豆等の生産性向
上等の取り組み、②地域振興作物や備蓄米の生産の取り組み等を支援します。
・国から配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域農業再生協議会が助成内容（交付対
象作物・取り組み・単価等）を設定できます。
・また、地域の取り組みに応じた追加配分（下表参照）を行います。

　農業の持つ多面的機能の維持・発揮のため、地域活動や営農活動に対して支援する制度を創設しました。

加工用米

飼料用米
米粉用米

備 蓄 米

そ　　ば
な た ね

対象作物 取組内容 追加交付単価

平成26年産政府備蓄米の買入入札に
おける落札 ７,５００円/10ａ

１２,０００円/10ａ

１２,０００円/10ａ

２０,０００円/10ａ（基幹作）
１５,０００円/10ａ（二毛作）

多収性専用品種への取組

作付の取組

複数年契約（３年間）の取組

農地が持つ、多面的機能を支える共同活動を支援します。
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を
後押し。

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂
利補充等の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化
、保全管理構想の作成等

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活
動を支援します。

※1：現行の農地・水保全管理支払の5年以上継続地区について、従来の農地・水保全管理支払と同様の75％単価が適
用されます。

※2：②の資源向上支払（共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要です。
※3：水路や農道等の施設の老朽化部分の補修や施設の更新のことです。
※4：③の資源向上支払（長寿命化）に取り組む場合、単価は4,400円/10aが上乗せされ、①,②及び③を一緒に取り
組む場合は、②の単価は従来の農地・水保全管理支払と同様の75％になり、合計で9,200円/10aです。

※5：畑には樹園地を含みます。

※現行の農地・水保全管理支払を組替え・名称変更します。

・水路、農道、ため池の軽微な補修
・植栽による景観形成、ビオトープづくり
・施設の長寿命化のための活動等

中山間地域等の条件不利地域（傾斜地等）と平地とのコス
ト差（生産費）を支援します。

環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う、追加的
コストを支援します。

制度の全体像 交付対象者（活動組織）

交付単価

農地維持支払

資源向上支払

環境保全型農業直接支払

中山間地等直接支払

支援対象

支援対象

・数量払いによる助成については、農産物検査機関による数量の確認を受けていることを条件と
します。
・※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適応にあたっては、市
町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単収）を適用します。

飼料用米と米粉用米
への支援の仕組みが
変わるんだね！

収量が上がるほど助成額
が増えるのかぁ、努力が報
われる仕組みになるんだ！

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞

国と地方公共団体の合計額
（単位：円/10ａ）

①と②に取
り組む場合都府県 ①農地維持

支払
①,②及び③に取
り組む場合※4

5,400田 3,000 2,400 9,200
3,440畑※5 2,000 1,440 5,080
490草地 250 240 830

③資源向上
支払※3

4,400
2,000
400

②資源向上
支払※1.2

数量払と面積払（営農継続支払）の関係

○農業者のみで構成される活動組織、または農業者及び
その他の物（地域住民、団体等）で構成される活動組織。
○資源向上支払と同組織でも取組が可能。

○地域住民を含む活動組織。
○農地・水保全管理支払と同様の組織
（農地・水・環境保全組織を含む）で取組が可能。

農地維持支払

資源向上支払

詳しくは、農水省ホームページ
(http://www.maff.go.jp/j/
kanbo/saisei/minaoshi/ind
ex.html)を参照下さい。
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